
証券コード 7771
令和８年６月12日

（電子提供措置の開始日 令和８年６月８日）

株 主 各 位
埼玉県川口市本町４丁目１番８号

日 本 精 密 株 式 会 社
代表取締役社長 井 藤 秀 雄

第48期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第48期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席ください

ますようご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第48期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し

ております。

当社ウェブサイト

https://www.nihon-s.co.jp/ir-information/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記のウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本

情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますの

で、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいまし

て、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、令和８年６月

29日（月曜日）午後５時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げ

ます。

敬 具

記

1. 日 時 令和８年６月30日（火曜日）午前10時

2. 場 所 埼玉県川口市川口１丁目１番１号

川口駅前市民ホールフレンディア

（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご

案内図」をご参照いただき、お間違えのないようお願い申し上

げます。）
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3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1. 第48期（令和７年４月１日から令和８年３月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人

及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第48期（令和７年４月１日から令和８年３月31日まで）

計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

議 案 取締役１名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

(1) 代理人による議決権の行使につきましては、当社の議決権を有する他の株主

様１名を代理人として、その議決権を行使することとさせていただきます。

ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承くださ

い。

(2) 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示

をされたものとして取り扱わせていただきます。

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申し上げます。

◎ご送付している書面には、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、以下の事項
を記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は以下の事項を含む監査対
象書類を監査しております。
1.企業集団の現況に関する事項(1)事業の経過及びその成果、(2)財産及び損益の
状況の推移、(9)対処すべき課題、(11)主要な事業内容、(12)主要な営業所、(13)
従業員の状況、(14)主要な借入先、2.会社の株式に関する事項、3.会社の新株予
約権等に関する事項、4.会社役員に関する事項(2)責任限定契約の内容の概要、
(3)役員等賠償責任保険契約に関する事項、(5)社外役員に関する事項、5.会計監
査人の状況、6.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要、連結
計算書類の「連結貸借対照表」「連結損益計算書」「連結株主資本等変動計算書」
「連結注記表」及び計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算
書」「個別注記表」「連結計算書類に係る会計監査報告」「計算書類に係る会計監査
報告」「監査役会の監査報告」

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内
容を掲載させていただきます。
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事 業 報 告

(令和７年４月１日から
令和８年３月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における世界経済は、緩やかな景気の持ち直しが続きましたが、

一部の地域においては弱さがみられるほか、金融資本市場の変動や米国の通商政

策の動向に加え、中東情勢などの地政学的リスクの高まりなどによる下振れリス

クが懸念され、先行き不透明な状況が続きました。国内においても、雇用や所得

環境が改善する下で、景気は緩やかに回復しましたが、物価上昇の継続に加え、

地政学的リスクの高まり、金融資本市場の変動や米国及び中国の通商政策の動向

による影響などが、景気を下押しするリスクとなりました。

このような状況下、当社グループは、サステナビリティ経営を推進するととも

に、業績拡大のため、グローバルに信頼される企業集団としてその地位を着実に

築いていくため、また、強靭な経営基盤を確立し、将来の成長戦略の足掛かりを

構築するため、「既存事業の維持拡大と事業領域の拡大、営業の強化」、「ＡＳＥＡ

Ｎ生産拠点の体制強化」及び「財務基盤の拡充の継続」をテーマに、目標の達成

に向けて取り組んでまいりました。

その結果、当連結会計年度の連結売上高は7,895,825千円（前連結会計年度は

7,158,415千円）となり、前年同期比では737,409千円（10.3％）増加しました。

損益につきましては、売上総利益は、時計関連の国内外における外注生産高の

増加などにより1,658,107千円（前連結会計年度は1,501,895千円）となりました。

売上総利益率は21.0％（前連結会計年度は21.0％）です。本業の収益力を示す営

業利益は、売上総利益の増加などにより374,982千円（前連結会計年度は275,644

千円）となりました。また、重要な指標の一つである営業利益率は4.7％（前連結

会計年度は3.9％）となり、前年を上回る水準で推移しました。経常利益は、為替

相場の変動にともなう在外子会社向け外貨建債権の為替換算による為替差益の計

上などにより533,873千円（前連結会計年度は2,725千円）となりました。親会社

株主に帰属する当期純利益は、当社及び製造子会社であるNISSEY VIETNAM

CO.,LTD.の法人税、住民税及び事業税や過年度法人税等の計上などにより350,632

千円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失20,016千円）となりま

した。その結果、経常利益において、過去最高を更新することができました。

セグメント別の経営成績は次のとおりです。

(時計関連)

時計関連の売上高は5,878,107千円となり、前年同期比で628,028千円（12.0％）

増加しました。このうち、時計バンドの売上高は、国内の取引先は、第１四半期
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において円高進行の影響はありましたが、前年の10月に発生した取引先のシステ

ム障害の影響が解消したことなどにより約18％の増加となりました。一方、海外

の取引先は、新規受注の獲得に厳しい状況が続いており約27％の減少となりまし

た。また、時計外装部品の売上高は、時計バンドと同様に、国内の取引先からの

受注増加などにより約14％の増加となりました。

これにより、セグメント利益は174,424千円（前連結会計年度は138,815千円）

となりました。

(メガネフレーム)

メガネフレームの売上高は854,935千円となり、前年同期比で41,753千円（4.7

％）減少しました。メガネフレームの販売子会社である㈱村井は、売上高の７割

以上を占める主要ブランドであるagnès b.（アニエスベー）、JILL STUART（ジル

スチュアート）及びYohji Yamamoto（ヨウジヤマモト）が、合わせて27,046千円

（4.3％）の増加となりました。一方、主要ブランド以外の売上高は71,960千円

(25.2％)の減少となりました。

しかしながら、損益を重視した営業の強化や前期の㈱村井の本社ビル修繕費の

計上による影響の解消も重なり、セグメント利益は14,995千円（前連結会計年度

は4,787千円）となりました。

(釣具・応用品)

釣具・応用品の売上高は1,162,781千円となり、前年同期比で151,134千円

（14.9％）増加しました。このうち釣具用部品は、堅調な受注に支えられ、売上高

は152,101千円(15.4％)の増加となりました。なお、応用品の売上高は967千円

(3.8％)の減少となりました。

これにより、セグメント利益は191,570千円（前連結会計年度は127,239千円）

となりました。

各セグメント別売上高の内訳は次のとおりです。

事 業 金 額 前 年 比 構 成 比

百万円 ％ ％

時 計 関 連 5,878 12.0 74.5

メ ガ ネ フ レ ー ム 854 △4.7 10.8

釣 具 ・ 応 用 品 1,162 14.9 14.7

合 計 7,895 10.3 100.0
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(2) 財産及び損益の状況の推移

区 分
第45期

(令和４年４月１日から
令和５年３月31日まで)

第46期

(令和５年４月１日から
令和６年３月31日まで)

第47期

(令和６年４月１日から
令和７年３月31日まで)

第48期(当連結会計年度)

(令和７年４月１日から
令和８年３月31日まで)

売 上 高(百万円) 6,900 6,728 7,158 7,895

経 常 利 益(百万円) 257 448 2 533

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失(△)

(百万円) 175 390 △20 350

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△) (円) 7.97 17.74 △0.91 15.82

総 資 産(百万円) 5,301 5,794 5,639 6,018

純 資 産(百万円) 1,261 1,470 1,470 2,038

(注) 1. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
2. １株当たり当期純利益の計算は、期中平均発行済株式総数から自己株式を控除して算出し

ております。

(3) 設備投資の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は60百万円です。

(4) 資金調達の状況

令和８年３月６日に第三者割当による新株式を発行し、これにより200百万円を

調達いたしました。

(5) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

(6) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(7) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

(8) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。
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(9) 対処すべき課題

世界経済は、一部地域において弱さがみられるものの、緩やかな持ち直しが期

待されております。一方で、中東情勢、金融資本市場及び為替相場の変動、米国

及び中国の通商政策の動向などにより、先行きは依然として不透明な状況が続い

ております。このような環境のもと、当社グループはグローバルでサプライチェ

ーンの再構築が進む状況を重要な事業機会と捉えております。特に、調達先の分

散や安定供給へのニーズが高まるなか、ＡＳＥＡＮに有する生産拠点を活用し、

品質対応力、コスト競争力及び安定供給体制を兼ね備えた生産体制の構築を進め

ることが、当社グループの持続的成長に向けた重要な課題であると認識しており

ます。次期連結会計年度以降につきましても、サステナビリティ経営を推進する

とともに、収益力の改善、ＡＳＥＡＮ生産体制の強化、営業基盤の拡充及び財務

基盤の安定化を通じて、将来の成長に向けた経営基盤の強化に取り組んでまいり

ます。

（既存事業の維持拡大と事業領域の拡大、営業の強化）

主力製品である時計関連につきましては、既存取引先との関係維持にとどまら

ず、取引先のサプライチェーンの見直しや調達先分散のニーズに対応した提案営

業を強化してまいります。時計バンドや時計外装部品の新規受注に向け、開発・

営業部門のみならず製造部門も一体となり、品質、コスト、納期の各面から競争

力のある提案を行うことで、収益の拡大を図ってまいります。メガネフレームに

つきましては、㈱村井の主要ブランドであるagnès b.（アニエスベー） とJILL

STUART（ジルスチュアート）、Yohji Yamamoto（ヨウジヤマモト）に続くブランド

の育成・開発を進めるとともに、海外営業の強化及びＥＣを活用した販路拡大な

どにより、収益基盤の強化を図ってまいります。釣具・応用品につきましては、

釣具用部品の受注が堅調に推移しているなか、既存取引先におけるシェア拡大及

び新規案件の獲得を進め、更なる収益拡大を目指してまいります。また、既存の

事業領域にとどまらず、当社グループが有する精密加工技術、金属加工及び樹脂

加工に関するノウハウを活かし、品質と価格競争力を両立した製品領域への展開

を進め、新たな販路の開拓に取り組んでまいります。

（ＡＳＥＡＮ生産拠点の体制強化）

ＡＳＥＡＮエリアにおけるNISSEY VIETNAM CO.,LTD.（以下、「ベトナム工場」

という。）及びNISSEY CAMBODIA CO.,LTD.（以下、「カンボジア工場」という。）

は、当社グループのサプライチェーン戦略を支える重要な生産拠点です。ベトナ

ム工場につきましては、高付加価値製品、技術難度の高い製品及び品質管理機能

を担う中核拠点として位置付け、ＤＸ化、半自動化・自動化及び業務効率化を推

進してまいります。また、技術・品質・管理面におけるグループ内の中核機能を

高め、ＡＳＥＡＮ全体の生産体制を支える役割を強化してまいります。カンボジ

ア工場につきましては、相対的なコスト競争力を活かした量産拠点として、生産
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ラインの段階的な移管、技術及び管理手法の移転、現地人材の育成を進め、生産

能力及び品質対応力の向上を図ってまいります。これらの取り組みにより、ベト

ナム工場とカンボジア工場の役割を明確化し、ＡＳＥＡＮ全体での生産性向上、

製造原価の低減及び供給体制の安定化を図ることで、当社グループの競争力強化

に繋げてまいります。

（財務基盤の拡充の継続）

当社グループが持続的に成長していくためには、売上拡大のみならず、収益力

の改善及び財務基盤の安定化が重要であると認識しております。取引金融機関及

び取引先からの信頼を維持・向上させるため、製造部門の採算性改善、製造原価

の低減、資金繰りの安定化及び為替変動リスクへの対応に注力してまいります。

また、ＡＳＥＡＮ生産体制の強化を通じて、売上総利益率の改善及び安定的な収

益確保を図り、将来の成長に向けた投資余力の確保と財務基盤の拡充に取り組ん

でまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも何卒一層のご指導とご支援を賜ります

ようお願い申し上げます。

(10) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容

NISSEY VIETNAM
CO.,LTD.

2,899,056千円 100.0
％ 時 計 関 連

釣 具 ・ 応 用 品

NISSEY CAMBODIA
CO.,LTD.

64,997千円 100.0
％ 時 計 関 連

釣 具

株式会社村井 100,000千円 100.0
％

メ ガ ネ フ レ ー ム

エヌエスジー株式会社 100,000千円 82.0
％

グラフトン消臭関連品の製造販売

③ 持分法適用会社の状況

会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容

NS Murai Inc.
3億ウォン

(23,000千円)
33.3

％
メガネの企画開発・販売

モンドティカジャパン
株式会社

10,000千円 50.0
％

メ ガ ネ の 販 売
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④ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

(11) 主要な事業内容

時計関連（時計バンド及び時計外装部品）、メガネフレーム、釣具・応用品

（釣具用部品、静電気除去器、他）の製造販売及びイオンプレーティング加工品

の販売

(12) 主要な営業所

名 称 所 在 地

本 社 埼玉県川口市本町４丁目１番８号

(13) 従業員の状況

区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 性 32 名 △3 名 (減) 51 歳 13 年

女 性 9 △1 (減) 29 9

合計又は平均 41 △4 (減) 49 12

(注) 従業員数は就業人員であり、派遣社員は除いております。

(14) 主要な借入先
(単位：千円)

借 入 先 借 入 金 残 高

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 1,760,000

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 105,234

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 50,000

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 306,160

ベ ト ナ ム 外 商 銀 行 420,484

Ｖ Ｉ Ｅ Ｔ Ｎ Ａ Ｍ Ｅ Ｘ Ｉ Ｍ Ｂ Ａ Ｎ Ｋ 31,976

(注) シンジケートローンは、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする８行の協調融資によるもの

です。
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2. 会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 39,000,000株

(2) 発行済株式の総数 23,970,255株 (自己株式209,792株を除く)

(3) 株 主 数 31,774名

(4) 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

株式会社ジエンコ 5,063,000 21.12

株式会社キュロホールディングス 2,525,300 10.54

權經訓 1,941,748 8.10

キュキャピタルパートナーズ株式会社 1,119,000 4.67

宮里英助 704,500 2.94

井藤秀雄 300,000 1.25

JPモルガン証券株式会社 254,400 1.06

尾家繁樹 224,000 0.93

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 83,500 0.35

齋藤麗夫 80,000 0.33

(注) 当社は、自己株式209,792株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持
株比率は自己株式を控除して計算しております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に使用人等に交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 井 藤 秀 雄 株式会社村井 代表取締役

取 締 役 白 坂 敬 次

取 締 役 權 經 訓
全北科学大学理事長
駐韓ラトビア共和国名誉領事

取 締 役 金 亨 錫 JEONBUK SCIENCE COLLEGE 国際教育院 院長

取 締 役 李 鎭 鎔
株式会社インターコンサービス代表取締役
財団法人愛そして文化分け合い理事

取 締 役 權 昱 MBC放送局理事

取 締 役 權 起 煥 S&P Global Inc.

常 勤 監 査 役 守 屋 豊

監 査 役 佐 藤 和 彦 税理士・佐藤会計事務所

監 査 役 金 哲 敏 弁護士・シティユーワ法律事務所パ―トナー

(注) 1. 取締役權起煥氏は、令和７年６月20日開催の第47期定時株主総会で取締役に新たに選任さ
れ、就任いたしました。

2. 取締役李鎭鎔氏は、社外取締役です。なお、取締役李鎭鎔氏は東京証券取引所が指定を義
務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。

3. 監査役佐藤和彦氏及び金哲敏氏は、社外監査役です。
4. 監査役佐藤和彦氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有するものです。
5. 監査役金哲敏氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通しております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役李鎭鎔氏、社外監査役佐藤和彦氏及び金哲敏氏は、会社法第

427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役ともに

同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約に関する事項

当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社

との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金や争訟費用等の損害

を填補することとしております。ただし、故意または重過失に起因する損害賠償

は填補対象外とすることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれない

ように措置を講じております。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役及び執行役

員であり、すべての被保険者について、その保険料は全額当社が負担しておりま

す。
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(4) 取締役及び監査役の報酬等の額

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、令和３年２月26日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等

の内容に係る決定方針を決議しております。その概要は以下のとおりです。

1.基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとし

て十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬

の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等お

よび株式報酬により構成し支払うこととする。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与え

る時期または条件の決定に関する方針を含む。)

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に

応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に

勘案して決定するものとする。

3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の

決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含

む。)

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績

指標を反映した現金報酬とし、役員の職務内容、業務執行状況、責任等を斟酌

し、柔軟かつ流動的な決定を行う方針を採用し、連結営業利益の目標値に対す

る達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。

目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設

定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。

非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成と

するため、株価変動のメリット及びリスクを株主と共有する株式を付与する方

針を採用する。

4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人

別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する

業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位

ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。取締役会（５の委任を受け

た代表取締役社長）は、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等

の内容を決定することとする。

なお、各報酬の構成比率は、基本報酬：業績連動報酬等：非金銭報酬等＝1：

1：1を指向し、業績、企業価値の拡大とともに業績連動型報酬等の比率を高め

ていくことを方針としております。
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5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具

体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本

報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。

取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう決定を

しなければならないこととする。なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別

の割当株式数を決議する。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役及び監査役の報酬については、取締役の報酬限度額は、平成16年６月

29日開催の第26期定時株主総会において年額200百万円以内と決議されておりま

す。当該定時株主総会終結時の取締役の員数は５名です。

監査役の報酬限度額は、平成９年４月30日開催の臨時株主総会において年額

40百万円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時の監査役の員数

は２名です。

当社の取締役の報酬等の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社

長がその具体的内容について委任を受けるものとし、株主総会で決議された報

酬限度額の範囲内において、各取締役の役位及び職務内容を勘案して決定する

ものとしております。また、監査役の報酬等の額は当該報酬限度額の範囲内で

監査役の協議により決定しております。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長井藤秀雄が取

締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。

代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グル

ープの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に取締役の報酬

額を決定できると判断したためであります。

取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け、

株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、各取締役の役位及び職務内

容を勘案して決定されていることから、その内容は決定方針に沿うものである

と判断しております。

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(人)
基本報酬

業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役
(うち社外取締役)

101,260
(3,420)

101,260
(3,420)

－
(－)

－
(－)

8
(1)

監査役
(うち社外監査役)

16,780
(7,200)

16,780
(7,200)

－
(－)

－
(－)

3
(2)

(注) 取締役の対象となる役員の員数には、当期中に退任した取締役1名が含まれております。
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(5) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

区 分 氏 名 重要な兼職の状況 当社との関係

社外取締役 李 鎭 鎔
株式会社インターコンサービス代表取締役
財団法人愛そして文化分け合い理事

特別な関係はあ
りません。

社外監査役 佐 藤 和 彦 税理士・佐藤会計事務所
特別な関係はあ
りません。

社外監査役 金 哲 敏 弁護士・シティユーワ法律事務所パ―トナー 特別な関係はあ
りません。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 李 鎭 鎔

当期開催の取締役会12回(書面決議を除く)の全てに出席し、
取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、議案
審議等に必要な発言を適宜行っております。
また、取締役会における経営判断及び意思決定の過程におい
て、重要な役割を果たしております。

監 査 役 佐 藤 和 彦

当期開催の取締役会12回(書面決議を除く)の全てに出席し、
また当期開催の監査役会13回の全てに出席し、取締役会の業
務執行を監査するとともに、税理士としての専門的見地から
適宜意見を述べております。

監 査 役 金 哲 敏

当期開催の取締役会12回(書面決議を除く)の全てに出席し、
また当期開催の監査役会13回の全てに出席し、取締役会の業
務執行を監査するとともに、弁護士としての専門的見地から
適宜意見を述べております。

5. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 会計監査人としての報酬等の額 28,800千円
(注) 1. 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由

当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手
や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職
務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、
会社法第399条第１項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引
法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できな
いため、これらの合計額を記載しております。

② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
28,800千円

(3) 子会社の監査に関する事項

当社の子会社であるNISSEY VIETNAM CO.,LTD.及びNISSEY CAMBODIA CO.,LTD.
は、当社の会計監査人以外の監査法人による監査を受けております。
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(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場
合、監査役会は監査役全員の同意により、解任致します。また、上記の場合のほ
か、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行
が困難であると認められる場合、監査役会の決議により、会計監査人の不再任を
株主総会に提案します。

6. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要
(1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、平成18年12月19日開催の取締役会において内部統制システムに関する

基本方針を決議し、平成23年４月18日開催の取締役会において反社会的勢力への

対応及び財務報告に係る内部統制につきまして一部改定、さらに平成27年６月25

日開催の取締役会において企業集団の業務の適正を確保する体制及び監査を支え

る体制につきまして一部改定を行いました。

その内容は下記のとおりです。

Ⅰ 会社法第362条第４項第６号および会社法施行規則第100条第１項各号に掲げる体

制について

１ 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制(会社法第362条第４項第６号、会社法施行規則第100条第１項第４号)

(1) 取締役および使用人の職務権限を組織規程･業務分掌規程等により明確にし、

それらに則って職務を遂行する。

(2) 法令･倫理を遵守することに関する重要な情報が現場から経営トップに伝わる

環境を整備し適切に運用する。

(3) 倫理法令遵守を堅持するため必要な基本方針および重要事項を審議･決定し、

施策が適切に運用されているよう監督する。

(4) 内部監査の部署が法令および定款の遵守状況を監査する。

(5) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況については、市民

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持

たないことが不可欠であると考え、社会秩序や企業活動を阻害する恐れのあ

る団体･個人による不当な要求に対し、毅然とした態度で対応し、排除するこ

とを基本方針とする。

また、総務部を統括部署とし、当該状況発生時には必要に応じて警察、弁護

士等の外部機関との連携により断固として排除するよう、組織的に対応する

体制を整備する。
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２ 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制(会社法施行規則

第100条第１項第１号)

(1) 取締役会における決議事項および報告事項に関する情報については、法令･取

締役会規程にしたがい取締役会議事録を作成し、適切に管理･保存する。

(2) 経営の重要事項を審議する会議体に関する情報については、文書管理規程に

したがい適切に記録して、これを管理･保存する。

(3) 決裁書等、職務の遂行に係る重要な文書等については、文書管理規程にした

がい、適切に作成し管理･保存する。

３ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第１項第

２号)

(1) 当社のリスク管理体制を整備するために、関連する既存の諸規定は見直し、

またリスク管理に係る規程を定める。

(2) リスク管理委員会を設置し、リスク管理に関する体制、方針の決定、および

グループ内各部署のリスク管理体制についての評価･指導を行う。各部署にリ

スク管理の責任者を配置して、部署ごとに自主的なリスク管理を行う。

(3) 不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする危機対策本部を設置し、

損害の拡大を防止しこれを最小限に留める体制を整備する。

(4) 内部監査の部署は、リスク管理体制の構築･運用状況について、内部監査を実

施する。

４ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行

規則第100条第１項第３号)

(1) 取締役会およびその他の会議体において審議を尽くし決定する。

(2) 内部監査の部署は業務の有効性･効率性について監査する。

５ 当社ならびにその連結対象子会社等からなる企業集団における業務の適正を確

保するための体制(会社法施行規則第100条第１項第５号)

(1) 日本精密グループに属する会社は、会社の規模･事業の性質その他各会社の特

性･特質を踏まえ、組織的かつ効率的な業務執行が行われるよう、必要に応

じ、本基本方針に定める事項についてその体制を整備構築し、当社は、これ

を指導･監督する。

(2) 日本精密グループに属する会社は、グループ経営に関する重要事項について、

稟議決裁規程等に則り、当社取締役会の決裁を受けるよう義務付け、経営状

態については、原則として四半期に一度、当社取締役会への報告を義務付け

る。

(3) 日本精密グループに属する会社は、関係会社管理規程および子会社において

定めるリスク管理方針に基づきリスク管理を行うものとし、子会社において、

不正の行為または法令、定款、もしくは社内規定に違反する重大な事実、そ

の他リスク管理上懸念のある事実が発見された場合、子会社は、当社子会社
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担当部署に報告するものとする。

(4) 当社は、日本精密グループにおける法令遵守のための機関を設定し、グルー

プの倫理法令遵守に関する基本方針および重要事項の審議･決定をし、施策の

実施状況を監督する。また連結対象子会社や主要委託先と連携し、グループ

の倫理法令遵守の経営を推進する。

(5) 当社は、日本精密グループに属する会社を含め、財務報告の信頼性の確保お

よび金融商品取引法に基づく内部統制の有効性の評価、かつ内部統制報告書

の適切な提出に向け、当該財務報告に係る内部統制システムを構築し、その

有効かつ効率的な整備、運用および評価を行い改善する。

Ⅱ 会社法施行規則第100条第３項の各号に掲げる体制について

１ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項(会社法施行規則第100条第３項第１号)

(1) 必要に応じて監査役の職務の補助をする使用人を置く。

２ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施

行規則第100条第３項第２号)

(1) 監査役の職務を補助する使用人の人事については、取締役会からの独立性を

考慮して、監査役会と協議して決める。

３ 補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条

第３項第３号)

(1) 補助使用人を置く場合、当該使用人は監査役に専属することとし、他の業務

を一切兼務させないことにより、監査役の補助使用人に対する指示の実効性

を確保する。

４ 監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第３項第４号)

(1) 監査役は、取締役会および他の重要な会議に出席し、報告を受ける。取締役

および使用人は、必要に応じ監査役会･監査役の要請に対して職務の執行状況

を報告する。

(2) 日本精密グループに属する会社の取締役および使用人は、当該会社に著しい

損害を及ぼす事実またはそのおそれのある事実を発見した場合は直ちに当社

の子会社担当部署に報告する。日本精密グループに属する会社の取締役およ

び使用人は、当該会社の事業の状況、コンプライアンスやリスクマネジメン

トなどの内部統制システムの整備および運用の状況を定期的に当社の子会社

担当部署に報告する。日本精密グループに属する会社の取締役から報告を受

けた事項について、当社の子会社担当部署が当社の監査役に報告するべき事

項は、当社の子会社担当役員と監査役との協議により決定した事項とする。

日本精密グループに属する会社の取締役から報告を受けた事項について、当

社の子会社担当部署が当社の監査役に報告する方法については、当社の子会
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社担当役員と監査役との協議により決定する方法による。

５ 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと

を確保するための体制(会社法施行規則第100条第３項第５号)

(1) 当社は、当社および日本精密グループに属する会社の監査役へ報告を行った

役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを

禁止し、その旨を当社および日本精密グループに属する会社の役職員に周知

徹底する。

６ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該

監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事

項(会社法施行規則第100条第３項第６号)

(1) 当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した

費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役

の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これ

に応じる。

７ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第

100条第３項第７号)

(1) 取締役および使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧･実施調査、取

締役との意見交換、子会社および主要委託先調査と連携等の監査役の活動が

円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。

(2) 監査役は、会計監査人･内部監査の部署による監査結果について適宜報告を受

け、それぞれと綿密な連携を図る。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

は、下記のとおりです。

1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制

①コンプライアンス委員会(計10回開催)は、法令に適合する社内規程の整備等

を通じてコンプライアンス体制の構築に努めています。

また、社会保険労務士あとう事務所との労務管理に関するアドバイザー契約

を継続し、労務管理における法令遵守体制を整備しています。

②内部統制委員会(計４回開催)は、当社の経営活動全般にわたり、内部統制シ

ステムの運用状況および有効性を監査するとともに必要に応じて改善策を提

言しています。

③内部通報の管理に関する規程(公益通報者保護規程)により、不正行為を未然

に防止するための相談窓口を設けています。
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④反社会的勢力とは関係を一切持たないとの基本方針を徹底するとともに、顧

問弁護士等の外部機関の協力体制を整備しています。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制

①取締役会(計12回開催)は重要事項につき審議･決定したほか、主要部門を担当

する取締役等から業務執行につき報告を受けました。

②文書管理規程に基づき、取締役会議事録、稟議書等の取締役の職務の執行に

係る情報を保存管理し、取締役、監査役および内部監査部門が、随時閲覧で

きます。

③株主または債権者等の部外者が当社における法定備置書類の閲覧もしくは謄

写または謄本もしくは抄本の交付を求めた時は法定書類閲覧･謄写･交付の対

応マニュアルに従い対処します。

④重要な会社情報は、適時開示マニュアルに従い適時適切に開示する体制を整

備しています。

⑤コーポレートガバナンス委員会(計１回開催)は、経営に重大な影響を及ぼす

未公表の事実で、かつ投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす重要情報の取

扱いを管理・監督などし、取締役又は執行役員の誤った判断によって、不適

切な取扱いが行われることを防止します。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①リスク管理委員会は、日本精密グループとして対処すべきリスクを特定し、

対応計画を策定し実施しています。当事業年度は対処すべきリスクとして８

項目を特定しております。

②企業活動に深刻な損失や影響を与える事態が発生した場合のクライシス対応

体制を構築しています。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①組織的で効率的な業務執行のため、各組織ならびに役職の責任と権限を明確

にした組織規程、職務分掌規程、職務権限規程を制定しています。

②年度計画の進捗状況は、管掌取締役、各部門の統括責任者が出席する営業会

議(計12回開催)で討議し、重要事項は取締役会に報告されています。

③取締役会で審議する重要案件については、各担当部署で十分に検討し、その

資料を各取締役に配布し、取締役の迅速かつ適正な意思決定を促進していま

す。

また、取締役会の議題は、会議開催３日前までにメールで配信しています。

5. 当社ならびにその連結対象子会社等からなる企業集団における業務の適正を

確保するための体制

①連結対象子会社については、当社の取締役が兼務しており、子会社の事業運

営に関する重要事項は当社の取締役会において審議し、業務の適正を確保し

ています。
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②業務上の重要事項の実施に当たっては、稟議規程により稟議書による決裁を

義務付けています。

③財務報告の正確性と信頼性を確保するため、財務報告に関する内部統制評価

基本方針書を作成し、業務の適正性を評価し、必要により改善しています。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合の体制

①監査役から職務を補助すべき使用人を置くことを求められておりません。

7. 監査役への報告に関する体制

①監査役は、取締役会(計12回開催)、内部統制委員会(計４回開催)、営業会議

(計12回開催)等、重要な会議に出席し、経営状態や重要事項の決定手続きを

把握しています。

②取締役は、会社に著しい影響を及ぼす事実について、監査役に速やかに報告

を行っています。

③経理・財務担当部長は、財務等の内容を月次、四半期ごとその他適時に監査

役に報告しています。

④リスク、コンプライアンス、内部監査の各委員会の委員長は、委員会の活動

状況を適時、監査役に報告しています。

8. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①会社は、常勤監査役に対して、専用の職務スペースを提供しています。

②会社は、監査役の業務上必要な経費を負担しています。

③監査役は、代表取締役および経営陣と定期的に会合を持ち、相互認識と信頼

関係の構築に努めています。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注) 1. 本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

2. 各比率は、表示単位未満を四捨五入しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(令和８年３月31日現在)
(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 3,561,770 流 動 負 債 3,387,890

現 金 及 び 預 金 939,663 買 掛 金 709,974

売 掛 金 799,517 短 期 借 入 金 2,052,460

電 子 記 録 債 権 357
1 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

134,904

商 品 及 び 製 品 986,994 未 払 法 人 税 等 192,259

仕 掛 品 282,180 賞 与 引 当 金 26,497

原材料及び貯蔵品 335,506 そ の 他 271,795

そ の 他 218,625 固 定 負 債 592,643

貸 倒 引 当 金 △1,074 長 期 借 入 金 486,489

固 定 資 産 2,457,200 退職給付に係る負債 90,768

有 形 固 定 資 産 1,943,983 繰 延 税 金 負 債 326

建 物 及 び 構 築 物 1,600,746 そ の 他 15,057

機械装置及び運搬具 225,407 負 債 合 計 3,980,533

工具、器具及び備品 36,047 純 資 産 の 部

土 地 81,781 株 主 資 本 2,385,906

無 形 固 定 資 産 411,972 資 本 金 2,118,287

借 地 権 397,392 資 本 剰 余 金 2,101,392

そ の 他 14,579 利 益 剰 余 金 △1,792,209

投資その他の資産 101,244 自 己 株 式 △41,563

投 資 有 価 証 券 34,230 その他の包括利益累計額 △347,469

繰 延 税 金 資 産 9,027
そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

710

敷 金 及 び 保 証 金 32,264 為替換算調整勘定 △348,179

そ の 他 26,736

貸 倒 引 当 金 △1,014 純 資 産 合 計 2,038,437

資 産 合 計 6,018,971 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,018,971
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連 結 損 益 計 算 書

(令和７年４月１日から
令和８年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 7,895,825

売 上 原 価 6,237,717

売 上 総 利 益 1,658,107

販売費及び一般管理費 1,283,124

営 業 利 益 374,982

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 2,124

受 取 家 賃 14,148

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 803

為 替 差 益 227,428

雑 収 入 10,587 255,092

営 業 外 費 用

支 払 利 息 68,672

支 払 手 数 料 23,566

雑 損 失 3,962 96,201

経 常 利 益 533,873

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 817 817

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 115 115

税金等調整前当期純利益 534,575

法人税、住民税及び事業税 142,070

過 年 度 法 人 税 等 36,500

法 人 税 等 調 整 額 5,373 183,943

当 期 純 利 益 350,632

親会社株主に帰属する当期純利益 350,632
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連結株主資本等変動計算書

(令和７年４月１日から
令和８年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

令和７年４月１日残高 2,018,287 2,001,392 △2,142,841 △41,563 1,835,274

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 100,000 100,000 200,000

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

350,632 350,632

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変 動 額 (純 額)

―

連結会計年度中の変動額合計 100,000 100,000 350,632 ― 550,632

令和８年３月31日残高 2,118,287 2,101,392 △1,792,209 △41,563 2,385,906

その他の包括利益累計額

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

令和７年４月１日残高 △1,641 △363,614 △365,255 1,470,018

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 ― 200,000

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

― 350,632

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変 動 額 (純 額)

2,351 15,435 17,786 17,786

連結会計年度中の変動額合計 2,351 15,435 17,786 568,418

令和８年３月31日残高 710 △348,179 △347,469 2,038,437
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連 結 注 記 表

継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の状況

連結子会社の数 ４社

連結子会社の名称 NISSEY VIETNAM CO.,LTD.
NISSEY CAMBODIA CO.,LTD.
株式会社村井
エヌエスジー株式会社

(2) 非連結子会社の状況 NISSEY(HONG KONG)LIMITEDは休眠会社のた
め連結の範囲から除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社の状況

持分法適用の関連会社の数 ２社

持分法適用の関連会社の名称 NS Murai Inc.
モンドティカジャパン株式会社

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況

(非連結子会社) NISSEY(HONG KONG)LIMITED
持分法を適用しない非連結子会社は、休眠会社のため持分法適用の範囲から

除外しております。

(3) 持分法の適用の手続について特に記載すべき事項

決算日が連結決算日と異なるNS Murai Inc.については、直近の事業年度に
係る計算書類を使用しております。モンドティカジャパン株式会社について
は、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

3. 連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社のうち、NISSEY CAMBODIA CO.,LTD.の決算日は12月31日です。連結
計算書類の作成に当たっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類
を使用しております。なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算
日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない
株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は主として移動平均法
により算定)
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市場価格のない
株式等

主として移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、原材料、仕掛品 主として総平均法による原価法(貸借対照
表価額は収益性の低下による簿価切下げの
方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産 当社及び国内連結子会社
…定率法

ただし、平成10年４月以降に取得した建物
(建物附属設備は除く)並びに平成28年４月
以降に取得した建物附属設備及び構築物は
定額法によっております。
在外連結子会社
…定額法

② 無形固定資産 定額法
ただし、ソフトウェア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に
基づく定額法によっております。

③ リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零
とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般
債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し
ております。

② 賞 与 引 当 金 従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支
給見込額の当連結会計年度の負担額を計上
しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法 退職給付に係る負債及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る期末自己都合要支給
額を退職給付債務とする方法を用いた簡便
法を適用しております。

(5) 収益及び費用の計上基準 製造又は仕入れた財の販売については、納
品時点において、顧客が当該製品又は商品
に対する支配を獲得、履行義務（製品又は
商品の受渡）が充足されると判断し、収益
を認識しております。
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(6) 外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物
為替相場により円貨に換算し、換算差額は
損益として処理しております。
な お、NISSEY VIETNAM CO.,LTD. 及 び
NISSEY CAMBODIA CO.,LTD.の資産及び負債
は、連結決算日の直物為替相場により円貨
に換算し、収益及び費用は期中平均相場に
より円貨に換算し、換算差額は純資産の部
における為替換算調整勘定に含めて計上し
ております。

収益認識に関する注記

1. 収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント
合計

時計関連 メガネフレーム 釣具・応用品

顧客との契約から
生じる収益

5,878,107 854,935 1,162,781 7,895,825

外部顧客への
売上高

5,878,107 854,935 1,162,781 7,895,825

2. 収益を理解するための基礎となる情報

「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 4.会計方針
に関する事項(5)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

顧客との契約から生じた債権は、799,874千円です。

会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損

1. 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(単位：千円)

金額

有形固定資産 1,943,983

無形固定資産 411,972

減損損失 ―

2. その他の情報

当社グループは、キャッシュ・フロー生成単位につきましては、事業区分をも
とに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグル
ーピングを行っております。

当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループにつ
いて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの
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総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減
少額を減損損失として計上しております。
減損の兆候には、継続的な営業損失、使用範囲又は方法の変化、経営環境の著

しい悪化及び市場価格の著しい下落等が含まれます。減損の兆候の把握に当たっ
ては、将来の経済状況の変化等を踏まえた経営者による判断が含まれます。
なお、これらの見積りは、将来の不確実な経済状況及び当社グループの経営状

況等の影響を受け、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える可
能性があります。

連結貸借対照表に関する注記

1. 担保資産及び担保付債務

担保資産

建物 99,047千円

土地 81,681千円

借地権 89,114千円

合計 269,842千円

担保付債務

短期借入金 612,460千円

上記のほか、為替予約実行用の担保として定期預金10,000千円を差し入れてお

ります。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 3,789,646千円

3. コミットメントライン契約及びタームローン契約

当社は、取引銀行８行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約及

びタームローン契約を締結しております。これら契約に基づく借入実行残高との

差額は次のとおりです。

コミットメントライン契約の総額 1,650,000千円

タームローン契約の総額 400,000千円

借入実行残高 1,760,000千円

差引額 290,000千円

上記のシンジケートローン契約につきましては、下記の財務制限条項が付されて

おります。当該条項に抵触した場合は、契約上の全ての債務について期限の利益を

喪失する可能性があります。

また、当社は、令和８年３月31日付で、財務基盤の安定化を目的として、第三者割

当増資によるシンジケートローンの期限前弁済200,000千円を実行いたしました。

① 決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算

期末日又は令和６年３月に終了する決算期末日の当該金額のいずれか大きい方

の75％の金額以上に維持する。

② ２期連続して決算期に係る連結損益計算書上の営業損失を計上しない。

なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項には抵触しておりませ

ん。
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連結損益計算書に関する注記

過年度法人税等

当社は、令和５年３月期から令和７年３月期までの課税年度において、関東信越

国税局による法人税等の税務調査を受け、その結果、過年度法人税等として36,500

千円を計上しております。

なお、この計上金額は現時点で当社が試算した見積り金額です。

連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位：株)

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 22,238,299 1,941,748 － 24,180,047

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位：株)

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 209,792 － － 209,792

金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用について短期的な預金等に限定し、また、資金調

達については銀行、主要株主及び取引先からの借入や第三者割当増資などによ

る方針です。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金及び電子記録債権は、取引先の信用リスクに晒されて

おります。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引

先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期

的に把握する体制としております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、

主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締

役会に報告されております。

営業債務である買掛金及び未払法人税等は、そのほとんどが１年以内の支払

期日です。また、その一部には、外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒

されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。

借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入

金(原則として10年以内)は主に設備投資及び長期運転資金に係る資金調達です。
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在外子会社が保有する外貨建ての短期借入金は、為替変動リスクに晒されてお

ります。

また、営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グ

ループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理してお

ります。

なお、敷金及び保証金、リース債務に関しましては、重要性が乏しいため注

記を省略しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変

動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該

価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

令和８年３月31日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及

びこれらの差額については、次のとおりです。なお、市場価格のない株式等(連結

貸借対照表計上額12,737千円)は、投資有価証券には含めておりません。

また、現金及び預金、売掛金、電子記録債権、買掛金、短期借入金及び未払法

人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を

省略しております。
(単位：千円)

連結貸借対照表
計上額(＊)

時価(＊) 差額

(1) 投資有価証券

その他有価証券 21,492 21,492 ―

(2) 長期借入金

１年内返済予定の長期借入金を含む
(621,394) (597,255) △24,138

(＊) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(注) 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
(単位：千円)

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金 2,052,460 ― ― ― ― ―

長期借入金 134,904 84,904 82,144 84,904 47,664 186,874

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格

により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なイン

プットを用いて算定した時価
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レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位

が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 21,492 ― ― 21,492

(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：千円)

区分
時価(＊)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金

1年内返済予定の

長期借入金を含む

― (597,255) ― (597,255)

(＊) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場

で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リス

クを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の

時価に分類しております。

賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 85円04銭

2. １株当たり親会社株主に帰属する当期純利益 15円82銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表

(令和８年３月31日現在)
(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 3,493,632 流 動 負 債 2,992,986

現 金 及 び 預 金 583,372 買 掛 金 1,046,901

売 掛 金 727,068 短 期 借 入 金 1,600,000

電 子 記 録 債 権 357
1 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

126,624

商 品 及 び 製 品 221,597 未 払 法 人 税 等 151,605

仕 掛 品 51,277 賞 与 引 当 金 4,775

原 材 料 19,160 そ の 他 63,081

関係会社短期貸付金 3,565,191

立 替 金 26,669 固 定 負 債 438,610

そ の 他 20,424 長 期 借 入 金 418,230

貸 倒 引 当 金 △1,721,486 退 職 給 付 引 当 金 10,514

固 定 資 産 1,444,064 繰 延 税 金 負 債 326

有 形 固 定 資 産 16,159 そ の 他 9,539

建 物 及 び 構 築 物 2,903 負 債 合 計 3,431,596

機 械 及 び 装 置 0 純 資 産 の 部

車 両 運 搬 具 0 株 主 資 本 1,505,390

工具、器具及び備品 13,255 資 本 金 2,118,287

無 形 固 定 資 産 1,247 資 本 剰 余 金 2,101,392

特 許 権 251 資 本 準 備 金 2,100,225

ソ フ ト ウ エ ア 358 その他資本剰余金 1,166

特 許 権 仮 勘 定 637 利 益 剰 余 金 △2,672,725

投資その他の資産 1,426,658 利 益 準 備 金 40,460

投 資 有 価 証 券 21,492 その他利益剰余金 △2,713,185

関 係 会 社 出 資 金 1,205,732 別 途 積 立 金 368,000

関係会社長期貸付金 149,533 繰 越 利 益 剰 余 金 △3,081,185

敷 金 及 び 保 証 金 31,894 自 己 株 式 △41,563

そ の 他 27,190 評価・換算差額等 710

貸 倒 引 当 金 △9,185
そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

710

純 資 産 合 計 1,506,101

資 産 合 計 4,937,697 負 債 ・ 純 資 産 合 計 4,937,697
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損 益 計 算 書

(令和７年４月１日から
令和８年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 6,015,497

売 上 原 価 5,203,660

売 上 総 利 益 811,837

販売費及び一般管理費 768,366

営 業 利 益 43,471

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 31,378

為 替 差 益 264,205

雑 収 入 1,782 297,365

営 業 外 費 用

支 払 利 息 48,396

支 払 手 数 料 23,566

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 76,381

雑 損 失 667 149,011

経 常 利 益 191,825

税 引 前 当 期 純 利 益 191,825

法人税、住民税及び事業税 99,954

過 年 度 法 人 税 等 36,500 136,454

当 期 純 利 益 55,371
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株主資本等変動計算書

(令和７年４月１日から
令和８年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

令和７年４月１日残高 2,018,287 2,000,225 1,166 2,001,392

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 100,000 100,000 100,000

当 期 純 利 益 ―

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 (純 額)

―

事業年度中の変動額合計 100,000 100,000 100,000

令和８年３月31日残高 2,118,287 2,100,225 1,166 2,101,392

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計利 益
準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益剰余金

令和７年４月１日残高 40,460 368,000 △3,136,556 △2,728,096 △41,563 1,250,019

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 200,000

当 期 純 利 益 55,371 55,371 55,371

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 (純 額)

― ―

事業年度中の変動額合計 ― ― 55,371 55,371 ― 255,371

令和８年３月31日残高 40,460 368,000 △3,081,185 △2,672,725 △41,563 1,505,390
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(単位：千円)

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

令和７年４月１日残高 △1,641 △1,641 1,248,378

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 ― 200,000

当 期 純 利 益 ― 55,371

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 (純 額)

2,351 2,351 2,351

事業年度中の変動額合計 2,351 2,351 257,722

令和８年３月31日残高 710 710 1,506,101
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個 別 注 記 表

継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

関係会社出資金 移動平均法による原価法

子会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等

以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算

定)

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、原材料、仕掛品 総平均法による原価法(貸借対照表価額は

収益性の低下による簿価切下げの方法によ

り算定)

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法

ただし、平成10年４月以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)並びに平成28年４月

以降に取得した建物附属設備及び構築物は

定額法によっております。

(2) 無形固定資産 定額法

ただし、ソフトウェア(自社利用分)につい

ては、社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっております。

(3) リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。
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(2) 賞 与 引 当 金 従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支

給見込額の当期負担額を計上しておりま

す。

(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年

度末における退職給付債務の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生している額

を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

製造又は仕入れた財の販売については、納品時点において、顧客が当該製品又

は商品に対する支配を獲得、履行義務(製品及び商品の引渡)が充足されると判断

し、収益を認識しております。

5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。

会計上の見積りに関する注記
NISSEY CAMBODIA CO.,LTD.に対する貸倒引当金
1. 当事業年度の計算書類に計上した金額

NISSEY CAMBODIA CO.,LTD.に対する関係会社短期貸付金 3,534,147 千円
上記債権に係る貸倒引当金 1,720,830 千円

2. その他の情報

当社は、債務超過の関係会社であるNISSEY CAMBODIA CO.,LTD.に対する関係会
社短期貸付金につきましては、貸倒懸念債権に区分しており、回収不能見込額に
対する貸倒引当金を計上しております。回収不能見込額は、当該関係会社の財政
状態、債務超過の程度、事業活動の状況及び今後の見通し等を総合的に勘案して
算定しております。

なお、将来の不確実な経済状況により当該関係会社の財政状態等が悪化した場
合、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 29,192千円
2．関係会社に対する金銭債権債務(区分表示したものを除く)

短期金銭債権 146,632千円
短期金銭債務 447,148千円
長期金銭債権 8,110千円

3. コミットメントライン契約及びタームローン契約
「連結注記表 連結貸借対照表に関する注記 3.コミットメントライン契約及び

タームローン契約」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

関係会社に対する売上高 165,962千円
関係会社からの仕入高 1,803,899千円
関係会社との営業取引以外の取引高 30,599千円

(2) 過年度法人税等
「連結注記表 連結損益計算書に関する注記 過年度法人税等」に同一の

内容を記載しているため、注記を省略しております。

株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数
(単位：株)

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 209,792 － － 209,792

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産） (単位：千円)

貸倒引当金損金算入限度超過額 542,738
棚卸資産評価損 5,945
退職給付引当金 3,297
関係会社出資金評価損 217,722
関係会社株式評価損 50,480
その他 3,780
繰延税金資産小計 823,964
将来減算一時差異等の合計に
係る評価性引当額

△823,964

評価性引当額小計 △823,964
繰延税金資産合計 ―

（繰延税金負債） (単位：千円)
その他有価証券評価差額金 △326
繰延税金負債合計 △326
繰延税金負債の純額 △326

リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移

転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
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関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等
(単位：千円)

種 類
会社等

の名称

議決権等の

所有(被所有)

割合

関連当事者と

の関係
取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社

NISSEY

VIETNAM

CO.,LTD.

所有

直接100%

製品の仕入 製品の仕入 1,803,833 買掛金 447,148

製品の販売 製品の販売 160,184 売掛金 21,857

資金の貸付

資金の出資

資金の回収 37,896

関係会社
短期貸付金

21,396

関係会社
長期貸付金
(注)2

73,143

関係会社出
資金 1,205,732

利息の受取 1,455

材料の代理購入 代理購入 121,608 立替金 14,693

子会社

NISSEY

CAMBODIA

CO.,LTD.

所有

直接100%

製品の仕入 製品の仕入 66

製品の販売 製品の販売 5,778 売掛金 5,528

資金の貸付 資金の回収 51,924
関係会社
短期貸付金
(注)1,2

3,534,147

利息の受取 27,318 未収収益 6,075

子会社 ㈱村井
所有

直接100%

製品の販売 売掛金 94,403

資金の貸付
資金の回収 9,648

関係会社
短期貸付金

9,648

関係会社
長期貸付金

76,390

利息の受取 1,825

被担保提供 被担保提供(注)3 160,000 ― ―

(注)1.NISSEY CAMBODIA CO.,LTD.の関係会社短期貸付金に対し、1,720,830千円の貸倒引当金を計上し
ております。また、当事業年度において76,201千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

2.NISSEY VIETNAM CO.,LTD.の関係会社短期貸付金及び関係会社長期貸付金、NISSEY CAMBODIA
CO.,LTD.の関係会社短期貸付金の期末残高には、為替差損益が含まれております。

3.被担保提供は、当社の借入について不動産の担保提供を受けております。被担保提供料は支払
っておりません。なお、取引額には、担保に係る債務の期末残高を記載しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 仕入については、市場価格を勘案して双方協議の上決定しております。
(2) 販売については、市場価格を勘案して双方協議の上決定しております。
(3) 資金の援助については、市場金利を勘案して決定しております。
(4) 取引金額には消費税を含めておりません。期末残高のうち、㈱村井の売掛金

には消費税を含めております。
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１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 62円83銭
2. １株当たり当期純利益 2円50銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

令和８年５月21日
日本精密株式会社
取締役会 御中

Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人

東京都港区

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 矢 昇 太

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 井 上 融 一

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本精密株式会社の令和７年４月１日から

令和８年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算

書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、日本精密株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の

財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸

表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス

の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆

候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結

計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か

ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能

性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込

まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意

見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連

する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要

な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる

場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に

関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内

容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ

適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類

の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を

負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を

除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ

ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
令和８年５月21日

日本精密株式会社
取締役会 御中

Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人

東京都港区

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 矢 昇 太

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 井 上 融 一

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本精密株式会社の令和７年４月１

日から令和８年３月31日までの第48期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について

監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表

示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて

いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表

監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の

倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス

の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ

るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候

があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書

類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい

て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から

計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が

あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる

場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意

見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す

る内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な

不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場

合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す

る計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが

求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並

びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を

除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ

ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、令和７年４月１日から令和８年３月31日までの第48期事業年度の取締役の職務の

執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下

のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の

整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業

所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取

締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を

受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために

必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締

役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、

取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ

て説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す

るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計

審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書

類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検

討いたしました。
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2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認

められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき

事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人Forvis Mazars Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人Forvis Mazars Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

令和８年５月21日

日本精密株式会社 監査役会

常勤監査役 守屋 豊 ㊞

監査役（社外監査役） 佐藤 和彦 ㊞

監査役（社外監査役） 金 哲敏 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役１名選任の件

本総会終結の時をもって取締役權昱氏が辞任により退任いたしますため、

その後任として取締役１名の選任をお願いするものです。

なお、補欠選任される取締役の任期は、当社定款の規定により、他の在任

取締役の任期の満了時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりです。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

權
くぉん

起
き

大
で

(平成10年３月６日生)

平成28年９月 Stanford University 入学

－株（専攻：Computer Science）

令和８年３月 Stanford University 卒業

(注) １．候補者は新任の候補者です。
２．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．權起大氏を取締役候補にした理由は、同氏がComputer Scienceを専攻し、デジタル技術、

データ活用及びグローバルな事業環境に関する幅広い知見を有しているためであります。
当該知見は、当社グループが推進するDX化、ASEAN生産拠点の効率化及び中長期的な事業基
盤強化に資するものと判断し、取締役候補者といたしました。

４．当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、本議案が
原案どおり承認され、候補者が取締役に就任した場合には、候補者は当該保険契約の被保
険者となります。当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任
を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害
について填補することとされています。
ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があり
ます。
なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。

以 上

― 45 ―



リリアパーク

リリア ペデストリアンデッキ

六間道路
キャスティ

↑
浦
和

赤
羽
↓

京
浜
東
北
線

川
口
駅

J
R 銀

座
通
り
商
店
街

産
業
道
路

東口

ららテラス
川口

キュポ・ラ公益・商業施設棟４Ｆ
川口駅前市民ホール　フレンディア

株主総会会場ご案内図

会 場 埼玉県川口市川口１丁目１番１号
川口駅前市民ホールフレンディア
※会場が前回と異なっておりますので、お間違えのない

ようお願い申し上げます。

交 通 JR京浜東北線 川口駅(東口)下車 徒歩１分

なお、駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での
ご来場は、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。


